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日本藻類皐合曾 WJ

(総則)

第 1徐本舎は日本務類lì-~"ff と制する。

第 2fl条本舎は苦誕祭の進歩普及を悶り，併せて合員相互の迷絡lU(に貌践を悶るととを

目的とする。

第 3後 ;本舎は前後の目的を主告するために，次の事業を行う。

]. 総合の開催(年 11"1) 

。 滋類に闘する研究令，税引令，採集合等の開催

3. J.E~別刊行物の~刊

4. その他前後の目的を主主するために必要な喜氏業

費H 倹本合の事務所は令長のもとにおく 。

費H f!条木令の司:兆年度は 4J1"I[l1己始まり，忽&f三 3月 31日に終る。

(曾員)

~6僚合員，は次の 3 穏とする。

]. J)!;:逝合員 (議類に闘.1:、をもち.本合の趣旨に賛同する個人叉は国体で，役員合

のiikll!llするもの)

n ・名務E令員(議集の苦主主主に11献があり，木舎の趣旨に賛同する個人で，役員舎の

推薦するもの)

3. 持!ltl合員(本舎の趣旨に賛同し，本合の溌艇に特に寄ー興した個人叉は図体で，

役員舎の椛EZするもの)

第 7総本舎に入合するには，住所，氏名 (間体名)職業を記入した入令1'11込-mを含

長t己主主 :l1すものとする。

第 8fl条 合員 は勾z年 i舎'l'i::JOO脳を前納するものとする。但し名器合員及び特別合員は

合設を裂しない。

(役員)

第 9除木令に次¢役艮をお〈。

令長 一 名 (任J9Jは2ヶ年とする)

幹 事 若干名 {任期は 2ヶ年とする)

合長は総合に於て令れ'1'
より これを選11¥する。幹事は合長が令兵中よりこれを指

名する。

(刊行物)

銭10ft.条 2似合は定Jtlj刊行物 「重量狩uを年:JII'I刊行 L，合員に!!時料で頑布する。

附則

との令D.ll は II?~和:38 年 ]0 月1"1日 から施行する。
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